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⾮
正

規
雇

⽤
労

働
者

に
対

す
る

公
正

な
処

遇

厚
⽣

労
働

省
雇

⽤
環

境
・

均
等

局
有

期
・

短
時

間
労

働
課

職
業

安
定

局
需

給
調

整
事

業
課

令
和

元
年

12
⽉

16
⽇
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雇
⽤
形
態
に
関
わ
ら
な
い
公
正
な
待
遇
の
確
保

〜
同
⼀
企
業
内
に
お
け
る
正
規
・
⾮
正
規
の
間
の
不
合
理
な
待
遇
差
の
解
消
〜

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
、
労
働
契
約
法
、
労
働
者
派
遣
法
の
改
正
）

⾒
直
しの
⽬
的

改
正
の
ポ
イ
ン
ト

同
⼀
企
業
内
に
お
け
る
正
社
員
と
⾮
正
規
雇
⽤
労
働
者
と
の
間
の
不
合
理
な
待
遇
の
差
を
な
く
し
、

ど
の
よ
う
な
雇
⽤
形
態
を
選
択
し
て
も
待
遇
に
納
得
し
て
働
き
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、

多
様
で
柔
軟
な
働
き
⽅
を
「
選
択
で
き
る
」
よ
う
に
し
ま
す
。

施
⾏
期
⽇

20
20
年
４
⽉
1⽇

※
中
⼩
企
業
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
⽤
労
働
法
（
注
）
の
適
⽤
は
20
21
年
４
⽉
1⽇

（
注

）
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
法

は
有

期
雇

⽤
労

働
者

も
法

の
対

象
に

含
ま

れ
る

こ
と

と
な

り
、

法
律

の
略

称
も

「
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
⽤

労
働

法
」

に
変

わ
り

ま
す

。

１
不
合
理
な
待
遇
差
の
禁
⽌

同
⼀

企
業

内
に

お
い

て
、

正
社

員
と

⾮
正

規
雇

⽤
労

働
者

と
の

間
で

、
基

本
給

や
賞

与
な

ど
の

あ
ら

ゆ
る

待
遇

に
つ

い
て

、
不

合
理

な
待

遇
差

を
設

け
る

こ
と

が
禁

⽌
さ

れ
ま

す
。

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
指

針
）

に
お

い
て

、
ど

の
よ

う
な

待
遇

差
が

不
合

理
に

当
た

る
か

を
例

⽰
し

ま
す

。
２

労
働
者
に
対
す
る
待
遇
に
関
す
る
説
明
義
務
の
強
化

⾮
正

規
雇

⽤
労

働
者

は
、

「
正

社
員

と
の

待
遇

差
の

内
容

や
理

由
」

な
ど

に
つ

い
て

、
事

業
主

に
説

明
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

な
り

ま
す

。
事

業
主

は
、

⾮
正

規
雇

⽤
労

働
者

か
ら

求
め

が
あ

っ
た

場
合

は
、

説
明

を
し

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

３
裁
判
外
紛
争
解
決
⼿
続
(⾏
政
Ａ
Ｄ
Ｒ
)※

２
の
整
備

都
道

府
県

労
働

局
に

お
い

て
、

無
料

・
⾮

公
開

の
紛

争
解

決
⼿

続
き

を
⾏

い
ま

す
。

「
均

衡
待

遇
」

や
「

待
遇

差
の

内
容

・
理

由
」

に
関

す
る

説
明

に
つ

い
て

も
、

⾏
政

Ａ
Ｄ

Ｒ
の

対
象

と
な

り
ま

す
。

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
、

有
期

雇
⽤

労
働

者
、

派
遣

労
働

者
※

１
に

つ
い

て
、

以
下

の
１

〜
３

を
統

⼀
的

に
整

備
し

ま
す

。

※
１

派
遣

労
働

者
に

つ
い

て
も

、
改

正
後

の
労

働
者

派
遣

法
に

よ
り

、
上

記
１

〜
３

が
整

備
さ

れ
ま

す
。

※
２

事
業

主
と

労
働

者
と

の
間

の
紛

争
を

、
裁

判
を

せ
ず

に
解

決
す

る
⼿

続
き

の
こ

と
を

い
い

ま
す

。
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パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
・
有
期
雇
⽤
労
働
者
・
派
遣
労
働
者

不
合
理
な
待
遇
差
を
な
く
す
た
め
の
規
定
の
整
備

裁
判
の
際
に
判
断
基
準
と
な
る
「
均
衡
待
遇
」
「
均
等
待
遇
」
を
パ
ー
ト
・
有
期
・
派
遣
で
統
⼀
的
に

整
備
し
ま
す
。

パ
ー
ト

有
期

派
遣

均
衡
待
遇
規
定

○
→
◎

○
→
◎

△
→

○
＋
労
使
協
定

均
等
待
遇
規
定

○
→

○
×
→

○
×
→

○
＋
労
使
協
定

ガ
イ
ドラ
イ
ン

×
→

○
×
→

○
×
→

○

【
改
正
前
→
改
正
後
】

○
︓
規
定
あ
り

△
︓
配
慮
規
定

×
︓
規
定
な
し

◎
︓
明
確
化

（
現
在
）

（
改
正
後
）

➊
均
衡
待
遇
規
定
の
明
確
化

そ
れ
ぞ
れ
の
待
遇
（
※
）
ご
と
に
、
当
該
待
遇
の
性
質
･⽬
的
に
照
ら
し
て

適
切
と
認
め
ら
れ
る
事
情
を
考
慮
し
て
判
断

さ
れ

る
べ

き
旨

を
明

確
化

。
※

基
本

給
、

賞
与

、
役

職
⼿

当
、

⾷
事

⼿
当

、
福

利
厚

⽣
、

教
育

訓
練

な
ど

➋
均
等
待
遇
規
定

新
た

に
有
期
雇
⽤
労
働
者
・
派
遣
労
働
者

も
対
象

と
す

る
。

○
均
衡
待
遇

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
…

規
定

あ
り

有
期

雇
⽤

労
働

者
…

規
定

あ
り

派
遣

労
働

者
…

配
慮

規
定

あ
り

○
均
等
待
遇

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
…

規
定

あ
り

有
期
雇
⽤
労
働
者

…
規
定
な
し

派
遣
労
働
者
…
規
定
な
し

ど
の
よ
う
な
待
遇
差
が
不
合
理
に
当
た
る
か
、

明
確
性
を
⾼
め
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

➌
待
遇
ご
と
に
判
断
す
る
こ
と
を
明
確
化
し
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定

な
ど

に
よ

っ
て
規
定
の
解
釈
を
明
確
に
⽰
し
ま
す
。

１ ２ ３

「
均
衡
待
遇
」
の
内
容

①
職

務
内

容
※

、
②

職
務

内
容

・
配

置
の

変
更

範
囲

、
③

そ
の

他
の

事
情

を
考

慮
し

て
不

合
理

な
待

遇
差

を
禁

⽌

「
均
等
待
遇
」
の
内
容

①
職

務
内

容
※

、
②

職
務

内
容

・
配

置
の

変
更

範
囲

が
同

じ
場

合
は

差
別

的
取

扱
い

を
禁

⽌
※

 職
務

内
容

と
は

、
業

務
の

内
容

＋
責

任
の

程
度

を
い

い
ま

す
。
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施
⾏
に
向
け
た
⽀
援
策
に
つ
い
て

○
働

き
⽅

改
⾰

に
関

す
る

総
合

的
⽀

援
を

⽬
的

に
、

⺠
間

団
体

等
に

委
託

し
て

、
47

都
道

府
県

に
設

置
。

○
社

会
保

険
労

務
⼠

な
ど

の
労

務
管

理
の

専
⾨

家
に

よ
る

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ

型
の

相
談

⽀
援

や
セ

ミ
ナ

ー
等

を
実

施
す

る
ほ

か
、

商
⼯

会
議

所
・

商
⼯

会
・

中
⼩

企
業

団
体

中
央

会
・

市
区

町
村

等
で

の
出

張
相

談
、

中
⼩

企
業

・
⼩

規
模

事
業

者
に

対
す

る
個

別
相

談
等

の
ア

ウ
ト

リ
ー

チ
型

⽀
援

の
強

化
を

図
る

。

１
．

働
き

⽅
改

⾰
推

進
⽀

援
セ

ン
タ

ー
に

よ
る

き
め

細
か

な
相

談
援

助

○
⾮

正
規

雇
⽤

労
働

者
の

数
や

割
合

が
⾼

い
業

界
（

※
）

を
中

⼼
に

、
各

企
業

が
賃

⾦
制

度
も

含
め

た
待

遇
全

般
の

点
検

を
円

滑
に

⾏
え

る
よ

う
業

界
別

の
導

⼊
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
作

成
し

、
周

知
啓

発
を

図
る

。
※

ス
ー

パ
ー

マ
ー

ケ
ッ

ト
業

、
⾷

品
製

造
業

、
印

刷
業

、
⾃

動
⾞

部
品

業
、

⽣
活

衛
⽣

業
、

福
祉

業
、

労
働

者
派

遣
業

の
７

業
界

。
こ

れ
と

は
別

に
、

業
界

共
通

編
も

作
成

。

３
．

業
界

別
の

同
⼀

労
働

同
⼀

賃
⾦

導
⼊

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

策
定

○
事

業
主

に
対

し
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

⽤
労

働
法

の
理

解
を

促
進

し
、

不
合

理
な

待
遇

差
の

解
消

の
た

め
に

何
か

ら
着

⼿
す

べ
き

か
を

指
南

す
る

。
○

漫
画

等
も

活
⽤

し
、

事
業

主
が

⼿
に

取
り

や
す

い
も

の
と

し
、

改
正

法
施

⾏
ま

で
に

取
組

を
⾏

う
よ

う
促

す
。

２
．

基
本

的
取

組
を

ま
と

め
た

取
組

⼿
順

書
の

策
定

○
⾮

正
規

雇
⽤

労
働

者
の

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
を

促
進

す
る

た
め

、
正

社
員

化
や

賃
⾦

規
定

等
の

増
額

改
定

、
正

規
雇

⽤
労

働
者

と
⾮

正
規

雇
⽤

労
働

者
の

賃
⾦

規
定

等
ま

た
は

諸
⼿

当
制

度
の

共
通

化
な

ど
処

遇
改

善
を

し
た

場
合

等
に

事
業

主
に

対
す

る
助

成
を

⾏
う

。

５
．

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
助

成
⾦

に
よ

る
⽀

援

○
短

時
間

労
働

者
・

有
期

雇
⽤

労
働

者
と

正
規

雇
⽤

労
働

者
と

の
基

本
給

に
関

す
る

均
等

・
均

衡
待

遇
の

状
況

を
確

認
し

、
等

級
制

度
・

賃
⾦

制
度

を
⾒

直
す

⼀
助

と
な

る
職

務
分

析
・

職
務

評
価

の
導

⼊
⽀

援
・

普
及

促
進

を
図

る
た

め
、

職
務

評
価

に
関

す
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

周
知

や
、

セ
ミ

ナ
ー

、
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
を

実
施

す
る

。

４
．

職
務

分
析

・
職

務
評

価
の

導
⼊

⽀
援
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